
                         議案第６７号   

 

   日立市手数料条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 日立市手数料条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するもの

とする。  

 

      令和  ４  年１２月  １  日提出  

 

                日立市長   小  川  春  樹     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 （提案説明）  

 個人番号カード及び端末機を使用して証明書等の交付を受けた場合の

手数料の額を改めるため、本条例を制定するものであります。   
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日立市手数料条例の一部を改正する条例  

 日立市手数料条例（昭和４６年条例第５号）の一部を次のように改正

する。  

別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第１項を次のように

改める。  

１  住民票の写し又は除票の写

し交付手数料  

１通  ２００  

た だ し 、 個 人 番 号 カ ー ド

（行政手続における特定の

個人を識別するための番号

の利用等に関する法律（平

成２５年法律第２７号）第

２条第７項に規定する個人

番号カードをいう。以下同

じ。）及び端末機（本市の

電子計算機と電気通信回線

により接続された端末機で

証明書等を発行する機能を

有するものをいう。以下同

じ。）を利用して交付を受

け る 場 合 は 、 １ 通 に つ き  

１５０円とする。  

別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第５項を次のように

改める。  
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５  戸籍の謄本若しくは抄本又

は全部事項証明書、個人事項

証明書若しくは一部事項証明

書の交付手数料  

１通  ４５０  

ただし、個人番号カード及

び端末機を利用して交付を

受ける場合は、１通につき

３５０円とする。  

別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第１２項を次のよう

に改める。  

１２  印鑑登録証明書交付手数

料  

１通  ２００  

ただし、個人番号カード及

び端末機を利用して交付を

受ける場合は、１通につき

１５０円とする。  

別表１証明、謄本・抄本の交付及び閲覧関係の表第１６項及び第１７

項を次のように改める。  

１６  納税証明書交付手数料  １件  ３００  

ただし、個人番号カード及

び端末機を利用して交付を

受ける場合は、１件につき

２５０円とする。  

１７  市県民税課税証明書交付

手数料  

１件  ３００  

ただし、個人番号カード及

び端末機を利用して交付を

受ける場合は、１件につき
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２５０円とする。  

   附  則  

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。  
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参  考  

 

   改  正  要  旨  

 

１  個人番号カード及び端末機を使用して証明書等の交付を受けた場合の手数料

の額について、次のとおり引き下げることとした。  

区  分  改正前  改正後  

住民票の写し  ２００円  １５０円  

戸籍全部（個人）事項証明書  ４５０円  ３５０円  

印鑑登録証明書  ２００円  １５０円  

納税証明書・課税証明書  ３００円  ２５０円  
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